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司法院釈字第 588 号（2005 年 1 月 28 日）＊ 

争      点 
金銭的給付の義務者に対する「勾引」と「収容」に関する行政執行

法第一七条および第一九条の規定は、憲法第二三条の比例原則に違

反し人民の人身自由を過度に侵害するか。 
（行政執行法第十七條及第十九條有關「拘提」與「管收」之規定，

是否違反憲法第二十三條之比例原則而過度侵害人民之人身自由？） 
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解釈文：立法機関が重大な公

益のため人民の自由に制限を加え

るような強制的措置を通じてその

法定的義務を貫徹させることは、

憲法上の比例原則に反しない限り

では、憲法によって許容されるべ

きである。「収容（管収）」処分に

関する行政執行法の規定は、公法

上の金銭給付義務を貫徹させるた

めに、法定の義務者が確かに履行

能力があるにもかかわらず履行し

ない場合に、その身体を拘束して

間接的にその履行を確保するため

 の措置であり、憲法によって許容

されないものではない。しかし、

行政執行法第一七条第二項に定め

られる同条第一項の規定により

「収容」の裁定を裁判所に申し出

ることができる各号の事由のう

ち、第一項第一号、第二号および

第三号に定められる「明らかに履

行の能力があるにもかかわらず履

行しない者」、「明らかに逃げ隠す

恐れのある者」および「強制執行

に供すべき財産を隠匿し又は処分

する事情のある者」の場合におけ
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る「収容」が必要な程度を超えた

とはいいがたい。これらを除け

ば、その他同項第四号、第五号、

第六号に定められる「執行標的物

の調査のときに執行人員に陳述を

拒否した者」、「財産状況の報告を

命じられたにもかかわらず報告を

せずまたは虚偽の報告をした者」

および「合法的に通知されたにも

かかわらず出頭しない者」の場合

において、「収容」は、明らかに

必要な程度を超え、憲法第二三条

の趣旨に違反しないとはいいがた

い。 
 

行政執行法第一七条第二項に

定められる同条第一項の規定によ

り「勾引（拘提）」の裁定を裁判

所に申し出ることができる各号の

事由のうち、第一項第二号および

第六号に定められる「明らかに逃

げ隠す恐れのある者」および「合

法的に通知されたにもかかわらず

出頭しない者」の場合において

は、「勾引」は、確かに比例原則

に合致すると認められる。これら

を除けば、その他同項第一号、第

三号、第四号および第五号に定め

られる「明らかに履行の能力があ

 るにもかかわらず履行しない

者」、「強制執行に供すべき財産を

隠匿し又は処分する事情のある

者」、「執行標的物の調査のときに

執行人員に陳述を拒否した者」お

よび「財産状況の報告を命じられ

たにもかかわらず報告をせずまた

は虚偽の報告をした者」の場合に

おいては、「勾引」の規定は、明

らかに必要な程度を超えたもので

あり、前掲憲法第二三条の規定の

趣旨にもまた合致しないところが

ある。 
 
    人身の自由は、人民がその憲

法上の各種の自由を行使するため

の不可欠な前提である。憲法第八

条第一項の規定に定められる「法

定手続」とは、刑事被告の身分で

あるかいなかを問わず、すべて人

民の身体自由を制限する処置には

法律上の根拠がなければならない

ほか、別途に必要な司法手続また

はその他の正当な法律手続を踏ま

えてはじめてこれをなすことがで

きるという手続をいう。これらの

手続は、そもそも憲法留保の範疇

に属するものであるため、立法機

関であってもこれらの手続を剥奪



司法院釈字第 588 号 421

する法律を制定してはならない。

しかし、刑事の被告と刑事以外の

被告とは、その人身自由の制限に

本質的な相違があるため、それぞ

れの順守すべき司法手続またはそ

の他の正当な法律手続はむろんす

べて同一のものでなければならな

いことはない。「収容」は、一定

の期間内に人民の身体自由を一定

の場所に拘束することであり、憲

法第八条第一項に定められる「拘

禁」に属するものである。したが

って、「収容」の決定をする前に

は、むろん必要な手続を順守しな

ければならない。すなわち中立的

・公正な第三者の裁判所による審

問および法定の義務者に出頭させ

手続に参加させることを通じて、

「収容」が法定の要件に合致する

かいなかおよび「収容」の必要が

あるかいなかを明らかにするほ

か、法定義務者に防御の機会を与

え、裁判所の調査に供する有利な

関連抗弁を提出させ、もって人身

自由に対する憲法の保障の実現に

寄与する手続である。行政執行法

上の「収容」に関する裁定は、同

法第一七条第三項によれば、「収

容」の申し出に対し、裁判所が五

 日間以内にこれを行わなければな

らないとされている。すなわち、

「収容」の申し出がなされたとし

ても、裁判所が即時の審問をしな

くてもよいことになっている。こ

れは、人権の保障に明らかに不十

分な規定である。当該「五日間以

内」の裁定に関する規定は、周到

なものとはいい難く、関連機関に

よって検討修正されなければなら

ない。また、行政執行法第一七条

第二項は、「義務者が前項の期限

を過ぎてなおも履行せずかつ担保

を提供しない場合には、行政執行

処は、当該管轄裁判所に「勾引」

及び「収容」の裁定を申しでるこ

とができる」としている。第一九

条第一項は、「裁判所は、『勾引』

と『収容』の裁定を行った後、勾

引状および収容状を行政執行処に

交付し執行員による『勾引』を執

行させ、かつ直ちに被収容者を収

容所に引致させなければならな

い」と定めている。行政執行処が

「勾引」と「収容」をあわせて申

しでてしかも裁判所も「勾引」お

よび「収容」の裁定を行った場合

においては、裁定にもとづき「勾

引」され「収容」される当該義務
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者がいまだ勾引されていない以

上、裁判所は審問手続を進める可

能性がない。にもかかわらず、こ

のような状況の下で裁判所が「収

容」の裁定をすることができると

するのは、とりわけ前述の正当な

法律手続の要求に違反する規定で

ある。なお、行政執行法第一七条

第二項および同条第一項第六号に

定められる「合法的に通知された

にもかかわらず正当な理由なしで

出頭しない」という規定により、

「収容」が申し出られた場合にお

いては、当該義務者がまだ出頭し

ていない以上、裁判所も当然審問

の手続を行うことができない。に

もかかわらず、裁判所が「収容」

の裁定をすることができるとする

のも、また前述した正当な手続の

憲法の趣旨に反するところがあ

る。 
 
    憲法第八条第一項に定められ

る「司法や警察機関による法定手

続を経なければ逮捕や拘禁をして

はならない」との規定における

「警察機関」は、組織法上の形式

的意味の「警察」をいうのみなら

ず、法律規定により社会秩序の維

 持や公共利益の増進を目的とし

て、関与また取締りの手段を行使

することができるとされるもの

は、すべて「警察」に属する。し

たがって、行政執行法第一九条第

一項における「勾引」や「収容」

が行政執行処の執行員によって行

われることは、前述した憲法規定

の趣旨に反するものではない。 
 
    前述の憲法趣旨に違反する行

政執行法の各規定は、すべてこの

解釈が公布された日から六ヶ月ま

でにその効力を失う。 
 
    解釈理由書：立法機関が重大

な公益の目的に基づき人民の自由

を制限する強制的措置を通じてそ

の法定義務を貫徹させることは、

憲法上の比例原則に合致する限り

では憲法によって許容されるべき

である。 
 
    行政執行法は、行政法令を貫

徹させその有効な執行を確保する

ために国家の強制力をもって人民

にその公法上の義務を履行させる

手続的規範である。そのうち、公

法上の金銭給付については、当該
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法定義務者は、通知などの合法的

手続が行われたら、自主的に給付

をしなければならず、国家からの

強制を待つことがない。このよう

な公法上の金銭給付が実現できる

かいなかは、国家の財政ないし社

会、衛生または福祉などの施策が

完備できるかいなかに密接にかか

わる。社会秩序はこれによって維

持されているのみならず、公共利

益もこれによって増進されてお

り、その関連するところはきわめ

て重大である。 
 
    「収容」は、義務者の身体を

一定の期間内に一定の場所に拘束

する強制的な処分であり、義務を

履行させることを目的とする間接

的な執行方法の一つである。義務

者の身体的自由に対する制限に属

するが、「収容」処分に関するす

る行政執行法の規定は、公法上の

金銭給付を貫徹させようとする以

上、法定義務者が確かに履行能力

があるにもかかわらず履行しない

場合にはその身体を拘束し間接的

にその履行を強制する措置、すな

わち給付義務がありかつ履行が可

能であるにもかかわらず公法上の

 金銭給付を拒否する者にその履行

を促すために行われる強制的手段

を許容しており、前述の説明を勘

案すれば、憲法によって許容され

ないものであはない。 
 
    比例原則は、憲法レベルの基

本原則に属するものであり、個別

の法規範の解釈と適用においては

そもそも随時に注意されるべき原

則であり、「立法」におけるその

注意はなおさらである。その目的

は、立法機関による過度の侵害か

ら人民を守ることにある。 
 
    行政執行法第一七条第二項に

定められる同条第一項の規定によ

り「収容」の裁定を裁判所に申し

出ることができる各号の事由のう

ち、第一項第一号、第二号および

第三号に定められる「明らかに履

行の能力があるにもかかわらず履

行しない者」、「明らかに逃げ隠す

恐れのある者」および「強制執行

に供すべき財産を隠匿し又は処分

する事情のある者」の場合におい

ては、すべて執行機関が相当な証

拠を持ち義務者の履行能力を確か

めることができることを前提とし
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てはじめてこれをなすことができ

るため、当然必要な程度を超えた

とはいいがたく正常なものに属す

ると認められる。これらを除け

ば、その他同項第四号、第五号、

第六号に定められる「執行標的物

の調査のときに執行人員に陳述を

拒否した者」、「財産状況の報告を

命じられたにもかかわらず報告を

せずまたは虚偽の報告をした者」

および「合法的に通知されたにも

かかわらず出頭しない者」の場合

においては、法定義務者が確かに

履行能力があるにもかかわらず履

行しないかいなかを問わず、かつ

これらの状況の下で執行機関の執

行に供しうる財産を明らかにする

ためのその他運用できるより軽微

な侵害の手段があるかいなかも問

わず（可能な執行方法を尽くして

いなければ）、当該事由があれば

財産の調査もせずに直ちに「収

容」の裁定を裁判所に申し出るこ

とができるとすることは、明らか

に必要な程度を超え、憲法第二三

条の趣旨に違反しないということ

ができない。履行能力の有無につ

いては、義務者の収入と財産の全

体の状況および労働能力を考察し

 、果たして仕事の収入やそのたの

手法（例えば財産の処分、生活費

支出の減少）を通じて給付（履

行）の方法を獲得するよう期待で

きるか否かに即して判断されなけ

ればならない。しかも生計の維持

に必要不可欠なもの（行政執行法

第二一条第一項を参照）に注意し

なければならず、「労働能力」も

年齢状況、健康状態および労働市

場の供給と需要の状況を考慮しな

ければならないことは事理の当然

である。 
 
    「勾引」は、義務者を強制的

に出頭させる処分であり、人身事

由を拘束する手段の一種である。

義務者に関する行政執行法第一七

条の「勾引」は、強制的に出頭さ

せて、履行、陳述や報告をさせる

ことを目的とするため、人身事由

を拘束する時間が比較的に短く

「収容」の侵害程度と異なるとこ

ろがある。しかし、これは、だか

らこそ前述した憲法第二三条の比

例原則の適用を排除することがで

きるとは意味しない。行政執行法

第一七条第二項に定められる同条

第一項の規定により「勾引」の裁
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定を申し出ることができる各号の

事由のうち、第一項第二号および

第六号に定められる「明らかに逃

げ隠すおそれのある者」および

「合法的に通知されたにもかかわ

らず出頭しない者」の場合は、確

かに比例原則の必要条件に合致す

ると認められる。これらを除け

ば、その他同項第一号、第三号、

第四号および第五号に定められる

「明らかに履行の能力があるにも

かかわらず履行しない者」、「強制

執行に供すべき財産を隠匿し又は

処分する事情のある者」、「執行標

的物の調査のときに執行人員に陳

述を拒否した者」および「財産状

況の報告を命じられたにもかかわ

らず報告をせずまたは虚偽の報告

をした者」の場合においては、執

行機関は、先に給付責任とかかわ

る財産につき執行を行いもしくは

財産の調査を進めるべきかいな

か、または義務者がすでに執行人

員の前で陳述したことがあるため

「勾引」の必要があるかいなかを

問わず、期限が過ぎてなおも履行

せずかつ担保を提供しなければ、

すべて「勾引」の裁定をすること

ができる事由となることは、明ら

 かに必要な程度を超えたものであ

り、前掲憲法第二三条の規定の趣

旨にもまた合致しないところがあ

る。 
 

    人身自由は、人民がその憲法

上の各種の自由を行使するための

不可欠な前提である。憲法第八条

第一項の規定に定められる「法定

手続」とは、刑事被告の身分に属

するかいなかを問わず、人民の身

体自由を制限する処置にはすべて

法律上の根拠がなければならない

ほか、なお別途に必要な司法手続

またはその他の正当な法律手続を

踏まえて初めてこれをなすことが

できることをいう（本院釈字第

384 号解釈を参照）。これらの手

続は、そもそも憲法留保の範疇に

属するものであり、立法機関であ

ってもこれらの手続を剥奪する法

律を制定してはならない。しか

し、刑事の被告と刑事以外の被告

とは、あくまでもその人身自由の

制限につき本質上の相違があるた

め、その順守すべき司法手続また

はその他の正当な法律手続は、む

ろんすべて同一のものでなければ

ならないことはない。「収容」は
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、一定の期間内に人民の身体自由

を一定の場所に拘束することであ

り、憲法第八条第一項に定められ

る「拘禁」に属するものである

が、刑事手続の勾留とは目的上異

なるところがある。勾留は、手続

の保全に重きを置き、すなわち刑

事手続の全過程における終始した

被告の出頭を保全し、もって捜査

と審判の有効な進行および判決確

定後における有効な執行に資する

ことを目的とする。「収容」は、

前述のようにその目的が金銭的給

付義務を履行させることにあり、

間接的な執行方法の一種であり、

その身体の保全を目的としないた

め、その順守すべき司法的手続に

ついては、むろん勾留のそれとは

完全に同じくする必要がない。し

かしながら、「収容」を決定する

前に必要な司法的手続を順守する

ことについては異なるところがな

い。これは、すなわち中立的、公

正な第三者の裁判所による審問お

よび法定義務者に出頭させ手続に

参加させることを通じて、「収

容」が法定要件に合致するかいな

かおよび「収容」の必要があるか

いなかを明らかにするほか、法定

 義務者に防御しうる機会を与え、

裁判所の調査に供する有利の関連

抗弁を提出させてもって人身自由

に対する憲法の保障の実現に寄与

する手続である。 
 

    行政執行法第一七条第二項お

よび第三項は、「義務者は前項の

期限が過ぎてなおも履行せずかつ

担保を提供しない場合には、行政

執行処は、当該管轄裁判所に『勾

引』及び『収容』の裁定を申し出

ることができ」、「前項の申し出に

対し、裁判所は、五日間以内に裁

定を行わなければならない。行政

執行処または義務者は、裁判所の

裁定に対して不服がある場合、十

日間以内に抗告を提起することが

できる。その手続は、抗告に関す

る民事訴訟法の規定を準用する」

と定めている。第一九条第一項

は、「裁判所は、『勾引』と『収

容』の裁定を行った後、勾引状お

よび収容状を行政執行処に交付し

執行員に『勾引』を執行させかつ

直ちに被収容者を収容所に引致し

なければならない」と定めてい

る。そのうち、「収容」に関する

裁定は、同法第一七条第五項の規
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定により、強制執行法または刑事

訴訟法を準用するとされている

が、行政執行法は、「勾引」と

「収容」をあわせて定めてており

（同法第一七条第二項以下参

照）、強制執行法とは異なるとこ

ろがあり（同法第二一条、第二二

条第一項、第二項参照）、また刑

事訴訟法とも異なる（同法第七五

条以下、第九三条、第一○一条以

下、第二二八条第四項後段参

照）。したがって、単独の「勾

引」や「収容」または「勾引」後

の「収容」を除けれ、行政執行処

は、法律により「勾引」と「収

容」をあわせて申し出ることがで

き、裁判所も、「勾引」と「収

容」をあわせて裁定することがで

きる。なお、前掲行政執行法第一

九条第一項は、「裁判所は、『勾

引』と『収容』の裁定を行った

後…….『勾引』を執行させると

ともに直ちに被収容者を収容所に

引致させなければならない」と定

めている。これもその特別の規定

である。強制執行法はもちろん、

刑事訴訟法においても、「勾引」

を執行するとともに直ちに留置所

に引致するとの明文規定がない

 （同法第九一条前段、第一○三条

第一項参照）。したがって、これ

らはもちろん強制執行法または刑

事訴訟法を準用する余地がない。

また、行政執行法第一七条第三項

によれば、裁判所は、「収容」の

申し出に対し五日間以内にこれを

裁定しなければならないとされて

いる。これも同法の特別規定であ

る。刑事訴訟法第九三条第五項の

規定によれば、裁判所は、「勾

留」の申し出を受理してから即時

に尋問をしなければならない。同

法第一○一条および第一○一条の

一もまた「裁判所は、被告を尋問

した後、勾留をすることができま

たは勾留する必要があると認めた

場合、勾留の裁定をすることがで

きる」と定めている。すなわち、

裁判所は、勾留の申し出を受理し

てから即時に尋問を行いそして尋

問を行てから即時に勾留の要否を

決定しなければならない。即時尋

問の規定を置いた理由は、勾留の

申し出の事由につき被告に答弁の

機会を与えるとともに裁判所も勾

留の申し出につき必要な調査をす

ることができることにある。尋問

を行ってから即時に勾留要否の決
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定をしなければならないとする理

由は、その目的が人権の保障にあ

り、被告の身体自由が余計の制限

を被ることを防止することにあ

る。しかし、前掲の行政執行法の

規定は、裁判所が「収容」の申し

出を受理したとしても即時の審問

をしなくてもよいとしている。こ

れは、人権の保障に明らかに不十

分な規定である。当該「五日間以

内」の裁定に関する規定は周到な

ものとはいい難く、関連機関によ

って検討修正されなければならな

いものである。また、行政執行法

第一七条第二項によれば、行政執

行処が「勾引」と「収容」をあわ

せて申し出た場合に、裁定によっ

て勾引され収容される当該義務者

は、裁定の際にいまだ勾引され出

頭させられていない以上、当然審

問手続を行う可能性はない。にも

かかわらず、裁判所は、単に行政

執行処にから一方的に提出された

申し出の資料にもとづいて審査を

行い、口頭審理を通じて「収容」

の申し出が法定要件に合致するか

いなかおよび「収容」の必要があ

るかいなかを明らかにことができ

ず、そして義務者に防御の機会を

 付与し有利の抗弁を行わせて裁判

所の斟酌に供する証明方法も提出

させずに、「収容」の裁定を行う

ことができ、かつ義務者を「勾

引」してから直ちに収容所に引致

することができるとされている。

これも、また審問手続を経る必要

がなく、「身分確認」の尋問さえ

しなくてもよいとされるため、と

りわけ前述の正当な法律手続の要

求に違反する。なお、裁判所が

「収容」の裁定をすることができ

る前掲の事由のうち、「合法的に

通知されたにもかかわらず、正当

な理由なしで出頭しない」という

規定もまた強制執行法（第二二条

第一 ,二項）および刑事訴訟法

（第一○一条、第一○一条の一）

にないものである。当該義務者が

出頭していない限り、当然審問手

続を行うことができないにもかか

わらず、裁判所は、申し出により

「収容」の裁定をすることができ

るとされている。これもまた刑事

訴訟法を準用する強制執行法と異

なる。このように書類審理を許容

した規定が前述の正当な法律手続

の憲法趣旨に違反することは、い

うまでもない。 
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前述した「収容」に関する審

問手続は、義務者に出頭の機会を

付与しなければならない。これは

絶対必要である。裁判所は、行政

執行処が提出した「収容」の申し

出資料に対し、なお不足または不

明なところがあると認めた場合、

同処に職員を出頭させ一定の陳述

や補正をするよう命じることがで

きる。この場合、行政執行処が拒

否してはならないことは、そもそ

も当然なことである。同処が行っ

た申し出は、概ね自由な証明があ

れば十分であり、裁判所の心証も

また合理的に疑う余地がないとい

う確信の程度に至る必要がないこ

ともここで説明しておく。 
 

「警察」とは、社会秩序の維

持や公共利益の増進を目的として

強制的（関与、取締り）手段の性

格を有する国家行政作用や国家行

政主体である。その概念上はそも

そも広義と狭義、すなわち実質的

と形式的意味との区分を有す多義

的用語に属するものである。広義

の場合、すなわち実質的意味の場

合は、その「機能」に即してみれ

ば、上述の「警察」の意味を有す

 る作用、すなわちこの意味の権限

を行使するものがすべて警察に属

することになる。狭義の場合、す

なわち形式的意味の場合において

は、その組織に着目し、警察を警

察法の警察組織の形式に限定し

て、この法律に明文で定められて

いる機関と人員だけが警察に当た

り、警察の作用や任務を負うしか

ないものは警察に属しないことに

なる。前述の行政執行法は、すで

に「収容」と「勾引」につき明文

の規定を置いており、かつ裁判所

の裁定を経なければならなず、す

なわち司法審査の許容を先に経な

ければならないとするため、その

執行は当然主務機関、すなわち行

政執行処の人員によって行われて

はならないことではない（本院釈

字第 559 号参照）。したがって、

憲法第八条第一項に定められる

「司法や警察機関による法定手続

を経なければ逮捕や拘禁をしては

ならない」との規定における「警

察機関」は、広義の概念をとり、

機能上前述の「警察」の意味を有

し、すなわち組織法上の形式的意

味の「警察」のみならず、法律が

社会秩序の維持と公共利益の増進
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を目的とし、関与または取締りの

手段の行使をその機関や人員に賦

与するもののすべてが「警察」に

相当する。したがって、行政執行

法第一九条第一項における「勾

引」や「収容」を行政執行処の執

行員に行わせる規定は、前述した

憲法規定の趣旨に反するものでは

ない。 
 
    前述の憲法趣旨に違反する行

政執行法の各規定は、すべてこの

解釈が公布された日から六ヶ月ま

でにその効力を失う。 
 

本解釈は、林永謀大法官によ

る補充意見書、許宗力大法官・王

和雄大法官・廖義男大法官・林子

儀大法官・許玉秀大法官による部

分補充・部分反対意見書、彭鳳至

大法官による一部補充・一部反対

意見書がある。 
 

  

 
 
 
 


